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1．雪害対策フロー
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①特に降雪量が多い１月から２月は、積雪状況をこまめに確認し、その状況に応じ

適切な対策を行う。

②サッシ・窓・ドアの開閉異常など、通常とは異なる現象が発生している場合は、

屋根雪の状況を確認し、適切に雪下ろしを行う。

③屋根に雪止めを設置している場合でも、屋根雪の重みで雪止めが破損して滑り落

ちる可能性があるため、その状況を確認し、適切に雪下ろしを行う。

④雪庇は、その落下により歩行者や施設等に被害を及ぼす危険性があるため、適切

に雪庇落としを行う。

　　　　　※雪庇は一般的に建物の風下側に発生しやすい。

2-3 冬期間の点検とその対策



3-1 雪害緊急連絡

3-2 建物等の緊急確認
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気象庁発表の日最深積雪量が１ｍ

以上となった場合は、雪害警戒態

勢をとり、下記のとおり対応する。

（青森市の豪雪対策本部設置基準と同様）

組合事務局は、次のとおり組合員及び関連企業へ積雪情報の提供や案内を行う

と共に、屋根の雪下ろしや雪庇落としを行う業者の斡旋も行う。

①組合ホームページで、気象予報や積雪情報の提供を行う。

　※情報提供は、冬期間継続して行う。

②雪害に関する緊急連絡（資料２）を行う。

　

組合及び組合員は、それぞれ管理する施設状況を速やかに確認し、危険箇所を

発見した場合は、２－２の対策に基づき対応する。

3．雪害警戒態勢



4-1 状況確認・避難誘導

4-2 消防署・組合事務局等への連絡

4-3 雪害復旧、事後処理
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①雪害の発生を周囲に連絡し、迅速に安全な場所まで避難させる。

②安全確保を優先しながら、社員数や、被害者の有無、二次災害発生の危険性、

建物の破損状況等を確認する。

③二次災害が発生する恐れがある場合は、その危険性がある場所には近づかない。

①災害による被災者がいたり、またはその可能性がある場合は、速やかに消防署

（TEL119）に通報する。

②雪害により他社の建物等に損害を与えた場合は、速やかに当該施設の所有者へ

連絡する。

③雪害が発生した組合員は、その状況を組合事務局（TEL738-4711）へ連絡する。

なお、土、日祭日に発生した災害については、青森綜合警備保障（TEL739-9791）

へ通報する。組合は、青森綜合警備保障からの連絡に基づき、必要に応じて、

除雪業者等の斡旋を行う。

①雪害発生原因及び施設被害状況等を調査し、

　その復旧を行う。

②雪害により他社の建物等を破損させた場合は、

双方協議の上、速やかに復旧する。

③保険に加入している場合は、その手続きを

速やかに行う。

組合及び組合員は、万が一

雪害が発生した場合、人命

の安全確保を優先し、下記

のとおり対応する。4．雪害発生時の対策
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資料１　保険のお知らせ
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